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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
再
生
医
療
等
技
術
の
範
囲
）

（
再
生
医
療
等
技
術
の
範
囲
）

第
一
条

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

第
一
条

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
人
の
身
体
の
構
造
若

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る

し
く
は
機
能
の
再
建
、
修
復
若
し
く
は
形
成
又
は
人
の
疾
病
の
治
療
若
し
く

医
療
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
技
術
で
あ
っ
て
、
細

は
予
防
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
技
術
で
あ
っ
て
、

胞
加
工
物
を
用
い
る
も
の
（
細
胞
加
工
物
と
し
て
再
生
医
療
等
製
品
（
医
薬

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二

十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
を
い
う
。
）
の
み
を

当
該
承
認
の
内
容
に
従
い
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

医
療
技
術
以
外
の
医
療
技
術
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
療
技
術
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

一

細
胞
加
工
物
を
用
い
る
輸
血
（
そ
の
性
質
を
変
え
る
操
作
を
加
え
た
血

医
療
技
術
以
外
の
医
療
技
術

球
成
分
（
赤
血
球
、
白
血
球
又
は
血
小
板
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

イ

細
胞
加
工
物
を
用
い
る
輸
血
（
そ
の
性
質
を
変
え
る
操
作
を
加
え
た

て
同
じ
。
）
又
は
人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
か
ら
作
製
さ
れ
た
血
球
成
分

血
球
成
分
（
赤
血
球
、
白
血
球
又
は
血
小
板
を
い
う
。
以
下
こ
の
イ
に

を
用
い
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
技
術
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
か
ら
作
製
さ
れ
た
血

球
成
分
を
用
い
る
も
の
（
ハ
に
掲
げ
る
医
療
技
術
を
除
く
。
）
を
除
く

。
）

ロ

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
造
血

幹
細
胞
移
植
（
そ
の
性
質
を
変
え
る
操
作
を
加
え
た
造
血
幹
細
胞
又
は

人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
か
ら
作
製
さ
れ
た
造
血
幹
細
胞
を
用
い
る
も

の
（
ハ
に
掲
げ
る
医
療
技
術
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

ハ

人
の
精
子
（
精
細
胞
及
び
そ
の
染
色
体
の
数
が
精
子
の
染
色
体
の
数

に
等
し
い
精
母
細
胞
を
含
む
。
以
下
こ
の
ハ
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
若
し
く
は
未
受
精
卵
（
未
受
精
の
卵
細
胞
及
び
そ
の
染
色
体
の
数

が
未
受
精
の
卵
細
胞
の
染
色
体
の
数
に
等
し
い
卵
母
細
胞
を
い
う
。
以

下
こ
の
ハ
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
人
の
精
子
と
未
受
精
卵
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と
の
受
精
に
よ
り
生
ず
る
胚
に
培
養
そ
の
他
の
加
工
を
施
し
た
も
の
を

は
い

用
い
る
医
療
技
術
（
人
か
ら
採
取
さ
れ
た
人
の
精
子
及
び
未
受
精
卵
か

ら
樹
立
さ
れ
た
胚
性
幹
細
胞
又
は
当
該
胚
性
幹
細
胞
に
培
養
そ
の
他
の

は
い

は
い

加
工
を
施
し
た
も
の
を
用
い
る
も
の
（
当
該
胚
性
幹
細
胞
か
ら
作
製
さ

は
い

れ
た
人
の
精
子
若
し
く
は
未
受
精
卵
又
は
当
該
精
子
若
し
く
は
当
該
未

受
精
卵
若
し
く
は
当
該
精
子
と
当
該
未
受
精
卵
と
の
受
精
に
よ
り
生
ず

る
胚
に
培
養
そ
の
他
の
加
工
を
施
し
た
も
の
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。

は
い

）
を
除
く
。
）

ニ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の

二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の

二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
若
し
く

は
管
理
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は

同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の

二
十
三
の
認
証
（
以
下
こ
の
ニ
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
承
認
又

は
認
証
」
と
い
う
。
）
の
申
請
（
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
に
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
当
該
医
療
機
器
の
効
果
又
は
当
該
高
度
管
理
医
療
機

器
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
の
基
準
へ
の
適
合
性
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
し
、
そ
の
承
認
又
は
認
証
を
受
け
た
も
の

（
同
号
イ
に
お
い
て
「
既
承
認
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。
）
を
当
該
承

認
又
は
認
証
に
係
る
使
用
方
法
等
（
使
用
方
法
、
効
果
及
び
性
能
を
い

う
。
以
下
こ
の
ニ
及
び
同
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
用
い
て
人
又
は

動
物
の
細
胞
に
培
養
そ
の
他
の
加
工
を
施
し
た
細
胞
加
工
物
の
み
を
当

該
使
用
方
法
等
で
用
い
る
も
の

二

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
技
術
の
う
ち
、
人
の
体
内
で

二

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（

当
該
人
の
細
胞
（
精
子
及
び
未
受
精
卵
並
び
に
精
子
と
未
受
精
卵
と
の
受

平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
造
血
幹
細

精
に
よ
り
生
ず
る
胚
を
除
く
。
）
に
別
表
に
掲
げ
る
物
を
導
入
す
る
医
療

胞
移
植
（
そ
の
性
質
を
変
え
る
操
作
を
加
え
た
造
血
幹
細
胞
又
は
人
若
し

は
い

技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
医
療
技
術
以
外
の
医
療
技
術

く
は
動
物
の
細
胞
か
ら
作
製
さ
れ
た
造
血
幹
細
胞
を
用
い
る
も
の
（
次
号

に
掲
げ
る
医
療
技
術
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

イ

既
承
認
医
療
機
器
等
を
当
該
既
承
認
医
療
機
器
等
に
つ
い
て
受
け
た

承
認
又
は
認
証
に
係
る
使
用
方
法
等
で
用
い
て
生
成
し
た
核
酸
等
の
み
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を
当
該
使
用
方
法
等
で
用
い
る
医
療
技
術

ロ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
う
ち
、
人
の
疾
病

の
予
防
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
用
途
に
関
し
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

外
国
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目

的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
核
酸
等

（
感
染
症
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
核
酸
等
に
限
る
。
）
の
み
を
用
い
る
医
療
技
術

（
削
る
）

三

人
の
精
子
（
精
細
胞
及
び
そ
の
染
色
体
の
数
が
精
子
の
染
色
体
の
数
に

等
し
い
精
母
細
胞
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
未
受

精
卵
（
未
受
精
の
卵
細
胞
及
び
そ
の
染
色
体
の
数
が
未
受
精
の
卵
細
胞
の

染
色
体
の
数
に
等
し
い
卵
母
細
胞
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
培
養
そ
の
他
の
加
工
を
施
し
た
も
の
を
用
い
る
医
療
技
術
（
人
か

ら
採
取
さ
れ
た
人
の
精
子
及
び
未
受
精
卵
か
ら
樹
立
さ
れ
た
胚
性
幹
細
胞

は
い

又
は
当
該
胚
性
幹
細
胞
に
培
養
そ
の
他
の
加
工
を
施
し
た
も
の
を
用
い
る

は
い

も
の
（
当
該
胚
性
幹
細
胞
か
ら
作
製
さ
れ
た
人
の
精
子
若
し
く
は
未
受
精

は
い

卵
又
は
当
該
精
子
若
し
く
は
未
受
精
卵
に
培
養
そ
の
他
の
加
工
を
施
し
た

も
の
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

別
表
（
第
一
条
第
二
号
関
係
）

（
新
設
）

一

核
酸
（
遺
伝
子
の
発
現
に
必
要
な
遺
伝
情
報
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
物
を
加
工
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
物

三

第
一
号
に
掲
げ
る
物
以
外
の
遺
伝
子
の
発
現
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る

物
（
細
胞
の
核
の
外
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
物
を
加
工
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
物

四

前
三
号
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
物
（
細
胞
の
分
泌
物
を
除
く
。
）




